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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部領域を囲む周辺部を形成する側壁と、
　前記内部領域内に配置された３つ又はそれ以上の交差湾曲反射面と、を含み、
　各湾曲反射面が、前記周辺部上に配置された焦点を有しかつその焦点から放射した光を
前記側壁によって形成された反射器開口の外に反射するように配向された軸外し反射器セ
グメントを形成し、
　前記３つ又はそれ以上の前記交差湾曲反射面が、少なくとも３つの前記交差湾曲反射面
が互いに交差する交差線を有する、
ことを特徴とする反射器。
【請求項２】
　前記３つ又はそれ以上の交差湾曲反射面が、３つの交差線を有する３つの交差湾曲反射
面を含む、請求項１に記載の反射器。
【請求項３】
　前記３つ又はそれ以上の交差湾曲反射面が、ほぼ円形の周辺部の中心に対して３回回転
対称として配置された３つの交差湾曲反射面を含む、請求項１に記載の反射器。
【請求項４】
　各湾曲反射面が、前記周辺部の一部分に沿って配置される請求項１乃至３のいずれか１
項に記載の反射器。
【請求項５】
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　前記軸外し反射器セグメントを形成する各湾曲反射面は、その焦点が、前記周辺部に沿
って配置されている該湾曲反射面の部分以外の部分に配置されている、請求項４に記載の
反射器。
【請求項６】
　前記軸外し反射器セグメントを形成する各湾曲反射面は、その焦点が、前記周辺部に沿
って配置されている該湾曲反射面の部分とは反対側の該周辺部に配置されている、請求項
４に記載の反射器。
【請求項７】
　内部領域を囲む周辺部を形成する側壁と、
　前記内部領域内に配置された複数の交差湾曲反射面と、を含み、
　各湾曲反射面が、前記周辺部の一部分に沿って配置され、前記周辺部上に配置された焦
点を有しかつその焦点から放射した光を前記側壁によって形成された反射器開口の外に反
射するように配向された軸外し反射器セグメントを形成し、
　前記複数の交差湾曲反射面の各々について、前記反射器セグメントの焦点と該反射器セ
グメントを形成する湾曲反射面が配置された前記周辺部の一部分とを接続する線が、少な
くとも１つの他の反射器セグメント上を通過するように配置される、ことを特徴とする反
射器。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の反射器と、前記反射器セグメントの焦点に配置
された複数の発光ダイオードと、を含むランプ。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本発明は、照明技術に関する。本発明は特に、複数の発光ダイオードを用いる照明器、
スポットライト、オーバヘッドランプ及び他の光源に関し、またそのような光源用の反射
器に関し、それらに関して具体的に説明することにする。しかしながら、本発明はまた、
発光ダイオード以外の複数の発光エレメントを用いる、豆ランプ、半導体レーザなどのよ
うな光源に関連した用途が見出される。本発明はさらに、そのような他の光源用の反射器
に関連した用途も見出される。
【０００２】
　従来型の放物面反射器は、白熱フィラメントのような単一の高輝度発光エレメントと併
せて用いるように設計される。高輝度発光エレメントは、反射器の焦点に配置され、放物
面反射器の幾何学形状により、焦点から放射した光線がほぼ平行（コリメート）光線とし
て反射器開口部又は開口から外向きに向かうようになる。一部の用途では望ましい場合が
ある幾らかのビーム発散は、白熱フィラメントを焦点から選択距離だけ離して「焦点ずれ
」位置に配置することによって得ることができる。さらに、球面反射器又は他のほぼ平行
（コリメーティング）反射器を、放物面反射器の代わりに用いることができる。球面反射
器は、完全な平行をもたらさず、従って球面反射器を用いて生成したビームは、幾らかの
発散を有する。
【０００３】
　現在の発光ダイオードは一般的に、白熱フィラメントほど明るくない。発光ダイオード
を用いて高輝度光源を生成するには、一般的に複数の発光ダイオードを用いるのが有利で
あり、その組合せ光出力は、単一の高輝度白熱フィラメントの出力に匹敵するか又はそれ
を超える。白熱フィラメントを発光ダイオードに置き換えることは、熱放散の分布の向上
、高い信頼性及び光源の耐久性の向上などの一定の利点を有する。
【０００４】
　しかしながら、通常白熱ランプ用に用いられる放物面反射器は、複数の発光エレメント
と共に使用するようにするのは困難である。それは、放物面反射器の焦点に近接させて全
ての発光エレメントを配置するのが困難であることに起因する。反射器焦点から幾らかの
距離だけ離して配置されたこれらの発光エレメントは、放物面、球面又は他のほぼ平行反
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射器によって良好にコリメートされない。
【０００５】
　この問題を解決する１つの方法は、各発光ダイオードに対して別個の放物面反射器を設
けることである。各発光ダイオードは、その対応する反射器の焦点に配置されて、各発光
ダイオードからの光が平行光線に形成されるようになる。しかしながら、この配置は通常
、複数の発光エレメントに対応する複数の平行「ビームレット」で構成されたグラニュラ
照明を生成する。そのようなグラニュラ照明は、一部の用途では望ましくない可能性があ
る。さらに、個々の反射器は、累積照明を得るためにアレイ又は他の密集パック構成で配
置される。そのような配置は、製造の困難性を示すおそれがある。
【０００６】
　本発明は、上述の限界及びその他を克服する改良型の装置及び方法を意図する。
【発明の開示】
【０００７】
　１つの態様によると、反射器を開示する。側壁が、内部領域を囲む周辺部を形成する。
複数の交差湾曲反射面が、内部領域内に配置される。各湾曲反射面は、周辺部上に配置さ
れた焦点を有しかつその焦点から放射した光を側壁によって形成された反射器開口の外に
反射するように配向された軸外し反射器セグメントを形成する。
【０００８】
　別の態様によると、装置を開示する。ほぼ凹面形の反射器が、複数の軸外し反射器セグ
メントを含む。複数の発光エレメントが、複数の軸外し反射器セグメントに対応する。各
発光エレメントは、対応する軸外し反射器セグメントの焦点に配置され、かつこのセグメ
ントを照らすように配置される。
【０００９】
　さらに別の態様によると、ランプを開示する。反射器が、その周辺部に各々が焦点を有
する複数の軸外し反射器セグメントを含む。複数の発光エレメントが、軸外し反射器セグ
メントの焦点に配置される。
【００１０】
　本発明の多数の利点及び恩恵は、本明細書を読みかつ理解すると当業者には明らかにな
るであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明は、様々な構成部品及びこの構成部品の配置並びに様々なプロセス操作及びこの
プロセス操作の構成の形態をとることができる。図面は、好ましい実施形態を例示する目
的だけのものであり、本発明を限定するものとして解釈すべきではない。
　図１～図３を参照すると、ランプ８は、内部領域１４を囲むほぼ円形の周辺部１２を有
するほぼ凹面形の反射器１０を含む。３つの交差軸外し反射器セグメント２０、２２、２
４が、内部領域１４内に配置される。３つの軸外し反射器セグメント２０、２２、２４は
、３つの交差線２５、２６、２７を形成する。図１に示した交差線２５は、反射器セグメ
ント２０、２２の交差部によって形成される。図２に示した交差線２６は、反射器セグメ
ント２２、２４の交差部によって形成される。図１に示した交差線２７は、反射器セグメ
ント２０、２４の交差部によって形成される。軸外し反射器セグメント２０、２２、２４
は、軸外し放物面反射器セグメント、軸外し球面反射器セグメント、別の種類のほぼ平行
軸外し放物面反射器セグメントとすることができる。図示した軸外し反射器セグメント２
０、２２、２４は、実質的に同じであるが、反射器セグメントは異なるものとすることが
できる。例えば、２つのセグメントは放物面とすることができ、一方、第３のセグメント
は球面とすることができる。
【００１２】
　引き続き図１～図３を参照すると、軸外し反射器セグメント２０、２２、２４は各々、
反射器１０の周辺部１２に配置された対応する焦点又は焦点位置３０、３２、３４を有す
る。側壁３６は、周辺部１２に沿って配置される。側壁３６の内面３８は、それぞれ焦点
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位置３０、３２、３４あたりに発光エレメント４０、４２、４４（図３に示す）を支持す
る。１つの実施形態では、発光エレメント４０、４２、４４は、発光ダイオードであるが
、豆白熱ランプ又は他の小型発光エレメントもまた用いることができる。
【００１３】
　各軸外し反射器セグメント２０、２２、２４の焦点位置３０、３２、３４は、２つの他
の反射器セグメント２０、２２、２４によって形成され又は２つの他の反射器セグメント
２０、２２、２４に沿って位置する周辺部１２の一部分に配置される。軸外し反射器セグ
メント２０の焦点３０は、軸外し反射器セグメント２２、２４によって形成された周辺部
１２の一部分に配置され、軸外し反射器セグメント２２の焦点３２は、軸外し反射器セグ
メント２０、２４によって形成された周辺部１２の一部分に配置され、軸外し反射器セグ
メント２４の焦点３４は、軸外し反射器セグメント２０、２２によって形成された周辺部
１２の一部分に配置される。反射器１０及び発光エレメント４０、４２、４４は、共同し
て図３に示すランプ８を形成する。
【００１４】
　軸外し反射器セグメント２０の焦点位置３０における発光エレメント４０は、反射器セ
グメント２０を照らす。図３には、この照明は、発光エレメント４０から放射する光の発
散コーンとして示しており、また対応する軸外し反射器セグメント２０上における光の照
明領域又はフットプリントを示している。平行反射光線は、図示していない。同様の方式
で、軸外し反射器セグメント２２の焦点位置３２における発光エレメント４２は、反射器
セグメント２２を照らし、また軸外し反射器セグメント２４の焦点位置３４における発光
エレメント４４は、反射器セグメント２４を照らす。１つの実施形態では、軸外し反射器
セグメント２０、２２、２４は、それぞれ焦点３０、３２、３４を形成する放物面反射器
セグメントであり、発光エレメント４０、４２、４４は、それぞれ焦点３０、３２、３４
に正確に位置決めされた実質的に点光源である。この実施形態では、各発光エレメント４
０、４２、４４から放射しかつそれぞれの反射器セグメント２０、２２、２４を照らす光
は、ほぼ凹面形の反射器１０から平行光線として外向きに反射される。ほぼ円形の周辺部
１２は、ほぼ凹面形の反射器１０の開口に対応する。
【００１５】
　他の実施形態では、コリメーティング幾何学形状は部分的に緩和され、その結果として
発散又は他の不完全な平行光線を生じる。例えば、発光エレメント４０、４２、４４は、
それらのそれぞれの軸外し反射器セグメント２０、２２、２４に対して、焦点ずれにする
ことができる。このような焦点ずれにすることは、１つの実施形態では、それらのそれぞ
れの焦点３０、３２、３４から選択距離だけ離して発光エレメントを配置することによっ
て達成されて、発散ランプ照明を生成する。殆どの実施形態の発光エレメント４０、４２
、４４は、完全な点光源ではなくて、むしろそれらは一般的に有限サイズを有し、従って
光源の幾らかの空間広がりを有する。そのような空間広がりはまた通常、不完全なコリメ
ーション（平行化）及び幾らかのビーム発散を生じる。なおさらに、軸外し反射器セグメ
ントは、発光エレメントが焦点に正確に位置決めされた時でさえ完全なコリメーションを
もたらさない球面又は他の非放物面構成を有することができる。いま述べたもののような
緩和コリメーション幾何学形状は、既知の製造公差に相当する場合がある。しかしながら
、幾つかの用途では、発散ビームは、望ましい場合がある。これらの用途では、緩和コリ
メーション幾何学形状は、幾らかのビーム発散を得るために意図的に用いられる。
【００１６】
　図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃ及び図４Ｄを参照すると、反射器１０を設計するための好適な
概念的方法を記載している。この設計方法は、図４Ａに示す単一の概念的軸上放物面反射
器６０から始める。放物面反射器６０は、該放物面反射器６０の回転対称軸上に位置する
焦点６２を有する。図４Ｂに示すように、ほぼ円形の周辺部１２は、該周辺部１２が焦点
６２と交差するように選択される。放物面反射器６０の表面上へのほぼ円形の周辺部１２
の投影は、放物面反射器６０のセグメント６２ａを形成する。同様に図４Ｂには、ほぼ円
形の周辺部１２の中心６４と、放物面反射器セグメント６０上に中心６４を投影した状態
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で中心６４と接続した投影線６６とを示している。
【００１７】
　図４Ｃに示すように、軸外し反射器セグメント２０は、ほぼ円形の周辺部１２の角度間
隔αに対応するセグメント６２ａのその部分のみを保持することによって得られる。反射
器１０は、３つの軸外し反射器セグメント２０、２２、２４を含むので、角度αは１２０
°に選択される。一般的に、本設計方法を用いたほぼ円形の反射器内のＮ個の軸外し反射
器セグメントでは、角度間隔αは３６０°／Ｎに選択される。従って、４つの軸外し反射
器セグメントを設計する場合には、９０°の角度間隔が好適なものとなる。軸外し反射器
セグメント２０に沿って位置する側壁３６の一部分３６ａは、周辺部１２から放物面反射
器６０のセグメント６２ａの表面への垂直投影によって形成される。図４Ｄに示すように
、残りの軸外し反射器セグメント２２、２４は、周辺部６４の周りでそれぞれ１２０°及
び２４０°だけ軸外し反射器セグメント２０を回転させることによって、適切に設計され
る。さらに一般的には、Ｎ個の軸外し反射器セグメントの場合には、付加的セグメントが
、３６０°／Ｎ及びその整数倍だけ第１のセグメントを回転させることによって、適切に
設計される。従って、４つの軸外し反射器セグメントを設計する場合には、第１の反射器
セグメントをそれぞれ９０°、１８０°及び２７０°だけ回転させることで、他の３つの
軸外し反射器セグメントが適切に位置決めされることになる。
【００１８】
　別の方法では、セグメントの角度間隔は、異なる。３つの反射器セグメントの場合には
、例えば１００°、１２０°及び１４０°の３つの角度間隔を用いることができる。角度
間隔の合計は、ほぼ円形の反射器では合計３６０°になる必要がある。角度間隔が同じで
ないこのような実施形態では、反射器は、Ｎ倍の回転対称を有することにはならない。
【００１９】
　図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃ及び図４Ｄは、反射器１０を設計するための概念的方法を示し
ていることが分かるであろう。反射器は、実質的に図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃ及び図４Ｄに
示すプロセスによって、例えば軸上放物面反射器６０として成形された物理的反射器から
始める段階と、図４Ｂ及び４Ｃによって示すようにその物理的反射器から軸外し反射器セ
グメント２０を切り取る段階と、軸外し反射器セグメント２２、２４を切り取るプロセス
を繰り返す段階と、溶接、ろう付け又は別の接合技術によって３つの軸外し反射器セグメ
ント２０、２２、２４を互いに固定する段階と、板金成形又は別のプロセス及び好適な接
合技術を用いて側壁３６を形成する段階とによって製造することができる。
【００２０】
　別の製造方法では、反射器１０は、予成形金型を用いて射出成形によって製作される。
例えば、反射器１０は、射出成形を用いてプラスチックで形成し、その後真空蒸着、スパ
ッタリング又は他の好適な付着方法を用いて凹面形の反射器１０の内面上に金属或いは別
の反射層又は積層を堆積させることによって形成することができる。さらに別の製造方法
では、反射器１０は、該反射器１０の形状に対応するパンチ要素を備えた液圧成形プレス
を用いて、反射器１０の形状に成形したアルミニウム又は他の金属ブランクで形成される
。これらの製造方法は、単なる実例であり、当業者は、凹面形の反射器１０を製造するた
めの他の方法を容易に選択することができる。
【００２１】
　高い光強度が望ましいものとなる照明及び他の用途では、発光エレメント４０、４２、
４４は、比較的高い電力入力を用いて好適に作動され、大きな熱量を放散する可能性があ
る。幾つかの実施形態では、側壁３６又は少なくともその内面３８が実質的に熱伝導性で
あり、発光エレメント４０、４２、４４に対して放熱作用与え或いは少なくとも熱伝導性
熱除去経路を形成する。発光エレメント４０、４２、４４の熱出力が低い他の実施形態で
は、放射冷却で十分なものとなるので、側壁３６は断熱することができる。
【００２２】
　発光エレメント４０、４２、４４用の従来型の電気配線を設けるために、側壁３６は、
発光エレメント４０、４２、４４に電力を供給するためのプリント回路を支持する１つ又
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はそれ以上のプリント基板を含むことができる。例えば、側壁３６の内面３８上に平面プ
リント基板（図示せず）を取り付けることができ、或いは側壁３６の内面３８上にプリン
ト回路を直接配置することができる。後者の構成では、内面３８は、プリント回路に対し
て電気的分離を与えるために電気的に絶縁する必要がある。なおさらに他の実施形態では
、発光エレメント４０、４２、４４は、側壁３６の電気的ビアを貫通するワイヤ（図示せ
ず）に電気的に接続される。
【００２３】
　図５及び図６を参照すると、光源ストリップ又はランプ１０８は、内部１１４を囲むほ
ぼ矩形の周辺部１１２を有する反射器１１０を含む。１０個の交差軸外し反射器セグメン
ト１２０ａ、１２０ｂが、内部領域１１４内に配置される。軸外し反射器セグメント１２
０は、各々５つのセグメント１２０の２つの列として配置される。第１の列は、矩形の周
辺部１１２の長い側面１１２ａを形成した反射器セグメント１２０ａで構成される。第２
の列は、矩形の周辺部１１２の長い側面１１２ｂを形成した反射器セグメント１２０ｂで
構成される。
【００２４】
　軸外し反射器セグメント１２０ａ、１２０ｂは、軸外し放物面反射器セグメント、軸外
し球面反射器セグメント、別の種類のほぼコリメーティング軸外し放物面反射器セグメン
トとすることができる。軸外し反射器セグメント１２０ａ、１２０ｂは各々、反射器１１
０の周辺部１１２に配置され対応する焦点又は焦点位置を有する。周辺部１１２の長い側
面１１２ａ又はその近くに配置された傾斜棚部１３６ａは、それぞれ軸外し反射器セグメ
ント１２０ｂの焦点位置あたりに配置された発光エレメント１４０ａを支持する。
【００２５】
　発光エレメント１４０ａは、反射器１２０ｂを照らし、反射器１２０ｂは、ほぼ平行光
線として照明を反射する。発光エレメント１４０ａは反射器セグメント１２０ｂの焦点位
置あたりに位置決めされているので、反射光は、ほぼコリメートされる。しかしながら、
不完全なコリメーションが存在し、例えば図６に点線で示すように発散反射ビームを生じ
る可能性がある。不完全なコリメーションは、例えば軸外し反射器セグメント１２０ｂの
焦点位置から選択距離だけ離して発光エレメント１４０ａを位置決めすることによって、
或いは完全なコリメーションをもたらさない球面又は他の非放物面軸外し反射器セグメン
トを用いることによって、意図的に設計することができる。
【００２６】
　同様の方式で、周辺部１１２の長い側面１１２ｂ又はその近くに配置された傾斜棚部１
３６ｂは、それぞれ軸外し反射器セグメント１２０ａの焦点位置あたりに配置された発光
エレメント１４０ｂを支持する。発光エレメント１４０ｂは、反射器１２０ａを照らし、
反射器１２０ａは、ほぼ平行光線として照明を反射する。発光エレメント１４０ｂは、反
射器セグメント１２０ａの焦点位置あたりに位置決めされているので、反射光はほぼコリ
メートされるが、任意選択的に幾らかのビーム発散がランプ内に設計される。傾斜棚部１
３６ａ、１３６ｂは、発光エレメント１４０ａ、１４０ｂを電源に電気的に接続するため
に、プリント基板、プリント回路、電気的ビア又は他の適切な構造を含むことができる。
【００２７】
　１つの実施形態では、発光エレメント１４０は、発光ダイオードであるが、豆白熱ラン
プ又は他の小型発光エレメントもまた用いることができる。反射器１１０及び発光エレメ
ント１４０は、共同してランプ１０８を形成する。各々が５つの軸外し反射器要素を含む
２つの列を図示しているが、選択長さの直線形光源ストリップを形成するために、より少
数の又は付加的な軸外し反射器セグメント及び対応する発光エレメントを含むことができ
ることが分かるであろう。
【００２８】
　反射器１１０は、ほぼ円形の反射器１０用に図４Ａ～図４Ｄに示すものと同じ手順を用
いて設計することができる。反射器１１０を設計するための好適な概念的設計方法を、図
５におけるその対応する焦点位置を焦点１６２として設計した軸外し反射器セグメント１
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２０ｂの１つを参照して説明する。焦点１６２に対応する概念的な軸上放物面反射器１６
０は、図５に破線円で示している。他の軸外し反射器セグメント１２０ａ、１２０ｂの各
々は同様に、実質的に重なることになる概念的軸上放物面反射器の軸上焦点として設計さ
れたそれらの焦点位置を有するものと考えることができる。軸上反射器は、それらの交差
部において切り取られかつほぼ矩形の開口１１２の周りで切り取られる。例えば軸上放物
面反射器１６０の切り取り線１２６は、図５における切り取り線１２６として示している
。一旦切り取られると、焦点は、周辺部１１２あたりに位置し、切り取ることによって形
成された軸外し反射器１２０ａ、１２０ｂの軸外し焦点になる。例えば、周辺部１１２の
長い側面１１２ａは、焦点１６２をほぼ通過し、焦点１６２は、切り取り線１２６によっ
て境界付けられた軸外し反射器１２０ｂの軸外し焦点として機能する。周辺部１１２は、
反射器１１０の矩形の開口に対応する。
【００２９】
　反射器１１０は、板金成形、射出成形、液圧成形などを含む様々な方法で製作すること
ができる。実質的に非反射材料で反射器を形成する場合には、真空蒸着、スパッタリング
などを用いて軸外し反射器セグメント１２０ａ、１２０ｂの凹面形表面上に、金属又は他
の反射皮膜を堆積させることができる。
【００３０】
　図７を参照すると、ランプ２０８は、内部２１４を囲むほぼ方形の周辺部２１２を有す
る反射器２１０を含む。４つの交差軸外し反射器セグメント２２０が、内部領域２１４内
に配置される。軸外し反射器セグメント２２０は、方形に配置される。軸外し反射器セグ
メント２２０は、軸外し放物面反射器セグメント、軸外し球面反射器セグメント、別の種
類のほぼコリメーティング軸外し放物面反射器セグメントとすることができる。各軸外し
反射器セグメント２２０は、この軸外し反射器セグメント２２０から反射器２１０を横切
った側のほぼ方形の周辺部２１２のコーナ部に配置された対応する焦点又は焦点位置を有
する。発光ダイオード、豆白熱ランプなどのような発光エレメント２４０が、焦点位置あ
たりに配置される。各発光エレメント２４０は、図７に点線で示すように、この発光エレ
メント２４０から反射器２１０を横切った側に配置された軸外し反射器セグメント２２０
を照らす。発光エレメント２４０は、周辺部２１２のコーナ部に配置された側壁、棚部又
は他の支持構造体上に取り付けることができる。発光エレメント２４０は、それらのそれ
ぞれの軸外し反射器セグメント２２０を照らし、軸外し反射器セグメント２２０は、光を
ほぼコリメートしかつほぼ方形の周辺部２１２に対応する開口の外に反射する。
【００３１】
　本発明を好ましい実施形態に関して説明してきた。前述の詳細な説明を読みかつ理解す
ると、他者が修正及び変更に想到することになるのは明らかである。修正及び変更が特許
請求の範囲及びその均等物の範囲内にある限り、本発明は全てのそのような修正及び変更
を含むものとして解釈されることになることを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】ほぼ円形の反射器の斜視図を示す。
【図２】図１の反射器の断面側面図を示す。
【図３】３つの発光ダイオードと図１及び図２のほぼ円形の反射器とを含む光源の斜視図
を示す。
【図４Ａ】図１及び図２の反射器を設計する方法を概念的に示す。
【図４Ｂ】図１及び図２の反射器を設計する方法を概念的に示す。
【図４Ｃ】図１及び図２の反射器を設計する方法を概念的に示す。
【図４Ｄ】図１及び図２の反射器を設計する方法を概念的に示す。
【図５】複数の発光ダイオードと矩形の反射器とを含む直線形光源の平面図を示す。
【図６】図５の直線形光源の薄い断面スライスを示す。薄いスライスＳは、図５において
一点鎖線で示す。
【図７】４つの発光ダイオードと方形の反射器を含む方形光源の平面図を示す。
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【図３】 【図４Ａ】
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【図４Ｄ】 【図５】
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